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２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日まで 
 

特定非営利活動法人サードコミュニティ 

 
１ 事業の成果 
2025 年度は、学習・教育支援事業として、小学生・中学生・高校生を対象とした個別指導形式の学習会

を週２回実施し、参加者一人ひとりの学習状況や目標に応じた支援を行った。学習機会の提供を通じて、

基礎学力の定着や学習習慣の形成に取り組むとともに、安心して参加できる環境づくりに努めた。 
また、進路・キャリア支援活動については、３回企画を実施し、進学や将来の働き方について考える機会

を提供した。 
次年度においては、学習支援体制のさらなる充実を図るとともに、参加者数の拡大や支援内容の多様化

に取り組み、地域における継続的な学習やキャリア支援の場として発展できるよう努めていく。 
 
２ 事業の実施に関する事項 
（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【111】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

学習・教育支援事

業 

小学生・中学生・高校生
に向けた個別指導学習
会の開催 
 

毎週火曜

日・土曜

日 

武蔵野市 
( 武蔵野

プ レ イ

ス) 

60 人 
小学生 
中学生 
高校生 

306 人 
(のべ) 111 

進路・キャリア支

援事業 

高校生・大学生に向け
たキャリア座談会の開
催 

5/25 

6/29 

10/26 

立川市 

子ども未

来センタ

ー 

7 人 大学生 
36 人 
(のべ) 0 

地域活性化やコ

ミュニティ・居場

所づくりを行う

事業 

当該年度は実施なし       
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